
 

仕 様 書 

 

１ 件  名  国立スポーツ科学センター 管球の購入について 

 

２ 場  所  〒115-0056 東京都北区西が丘三丁目 15番 1号 

        独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下「当センター」という。） 

        国立スポーツ科学センター内 

               

３ 納入期限  令和元年 8月 30日（金） 

 

４ 調達物品  管球：23 種類 

例示品 

・蛍光ランプ FHF32EX-N-K：1550本 

    ・蛍光ランプ FDL27EX-L：70本 

・蛍光ランプ FDL18EX-L：40本 

    ・蛍光ランプ FDL13EX-L：30本 

    ・蛍光ランプ FML18EX-N：10本 

    ・蛍光ランプ FHT16EX-N：60本 

    ・蛍光ランプ FHT24EX-N：320本 

    ・蛍光ランプ FHP45EN・K：200本 

    ・蛍光ランプ FHF32EX-L-K：70本 

    ・蛍光ランプ FHT24EX-L：25本 

    ・蛍光ランプ FHT32EX-L：30本 

    ・蛍光ランプ FHT42EX-L：60本 

    ・蛍光ランプ FHT42EX-N：60本 

    ・蛍光ランプ FHT57EX-N・H：10本 

    ・蛍光ランプ DNL FLR30T6W：15本 

    ・蛍光ランプ DNL FLR1060T6W：5本 

    ・メタルハライドランプ MT400S/D/N：35個 

    ・ハロゲンランプ JR12V35WKN/3EZ：30個 

    ・ハロゲンランプ JD110V130WHEP：10個 

    ・ハロゲンランプ LDS110V36W/W/K：70個 

    ・ハロゲンランプ LDS110V54W/W/K：30個 

    ・点灯管 FG-1E：30個 

    ・殺菌灯 GL-15：4本 

       例示品以外を納入する場合は質問書にて事前に可否を確認すること。 

 

 



 

５ 一般事項   （１）搬入前に納入予定物品リストをハイパフォーマンススポーツセ

ンター運営部施設管理課担当職員（以下「担当職員」という。）

に提出し、承認を得ること。 

    （２）搬入する物品は担当職員が指定した場所とすること。 

（３）本物品の搬入に要する全ての費用は、納入者の負担とすること。 

（４）建物及び既存物品を破損又は汚損した場合は、原状復帰を行う

こと。また、搬入終了時には清掃を行い、梱包材等の不要物は

持ち帰ること。 

（５）本物品の搬入に関して、変更となる場合は、担当職員と打合せ   

の上、変更に対して速やかに対応を行うこと。 

（６）本物品の搬入終了後は、担当職員の検収を受けること。 

（７）その他、本物品の納入等に関して疑義が生じた場合は、担当職

員と調整を行うこと。 

以上 

 

 


